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内部統制システムの基本方針の一部変更に関するお知らせ 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、内部統制システムの基本方針の一部変更を決議いたしました

ので、下記のとおりお知らせいたします。（変更箇所は下線で示すとともに表現の整備など、所要の変

更を行っております。） 

 

記 

 

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

 

経営理念及び行動指針 

 

経営理念 

『私たちは、自転車を通じて世界の人々に貢献できる企業を目指します。その企業目的に賛同し、参画するす

べての人々が、豊かな人生を送れることを目指します。』この経営理念の下、実践をとおして、企業価値の向上

を図ることを経営の基本方針としています。 

 

行動指針 

顧客満足度の追求：常にお客様の立場に立って考え、行動します。感謝の気持ち、誠意ある態度が基本です。 

安全性の追求：安全かつ信頼性の高い魅力ある商品を適正な価格で提供します。 

常なる革新：熱意をもって、常に自ら革新に努めます。 

法規の遵守：適法、公正にして社会規範に則した行動をとります。 

 

当社及び子会社は、経営理念の実現に向けて、上記の行動指針をすべての役員と使用人が業務執行の基本

方針とするとともに、適正な業務執行のための内部統制システムを構築・整備・運用しております。 

そして、業務の適法性・効率性の確保と危機管理に努め、さらにこの内部統制システムの整備を図るため、環境

の変化に柔軟に対応し、適切に改善・充実を行ってまいります。 

 

1．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

当社及び子会社は、経営理念、行動指針を日常の事業活動の指針とするとともに、代表取締役がその精神を
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取締役及び使用人に継続的に伝達し、取締役は、社会規範・法令遵守を率先垂範することにより社会の構成

員としての倫理観、価値観に基づき誠実に行動することを浸透させ徹底を図っております。 

取締役会は法令・定款・諸規程に基づいた取締役の業務執行の監督を行い、取締役は相互の業務執行を監

視し、また、監査役は法令に定める権限により、規則・基準に基づき監査を実施しております。 

 

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

情報及び文書の取扱いに関して、取締役の業務執行に関わる内容を含め、適切かつ確実な状態で記録し、稟

議規程、内部情報管理規程、文書管理規程、個人情報保護管理規程及びマニュアルに基づき、法令・定款に

則した期間と内容を設定し、保存・管理を行っております。 

また、これら保存・管理された文書・情報はデータとして検索が可能であり、閲覧の容易性を確保しております。 

管理の運用・手続き及び体制については、監査役による取締役の業務執行状況の監査、及び内部監査部門に

よる内部監査の実施により必要に応じて改善措置を行っております。 

 

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

法令遵守、環境・気象条件、災害、品質・生産管理、情報管理、及び為替・輸入管理などに係る損失の危険に

ついては、それぞれの担当部門にて、規程・要領の制定、研修会などの開催又は派遣、マニュアルの作成・配

布と周知徹底により損失危険の軽減と事態発生の予防安全対策を行っており、各部門を横断する損失の危険

につながる事案については総務部が担当、監視しております。 

 

4．取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制 

将来の事業展開構想と経営目標に基づき、経営方針を定め３事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、

予算委員会が同計画の下、毎期当初に部門ごとの業績目標と予算を立案し、取締役会において承認・実施し

ております。 

部門担当取締役は、目標達成・重点事項推進のため実施すべき内容を具体的・効率的な施策として計画・実施

し、月次業績データを取締役会に報告しております。 

取締役会は、予算差異について要因分析と必要な対策を求め、継続的な改善がより合理的・効率的な業務遂

行体制の維持と目標達成につながるよう図っております。 

また、当社の経営理念・計画が投資家始め多くの利害関係者の理解を得ることが事業の推進・運営にとってより

効率的に作用すると考えているため、代表取締役社長が情報開示を統括し、適時・適切な情報開示を実施する

とともに、自ら説明会等における発表を務めております。 

 

5．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

内部監査業務のみを行う社長直轄の内部監査部門を設置し、全部署を対象として計画的に実施する内部監査

を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令・定款及び社内諸規程に準拠して適正・

妥当かつ合理的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正・不偏に調

査・検討しております。 

また、監査過程において発見された事項をまとめ監査報告書及び改善指示書として監査結果を社長に報告し、

対象部門に改善指示を通知、後日確認監査を行うことにより、会社の財産の保全並びに経営効率の向上に努

め、業務を行っております。 



 

6．企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社及び子会社は、実効性のある内部統制システムを構築するとともに、担当取締役から定期的な財務報告を

受け、業務の適正を確保する体制としております。 

また、各部門の業務に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、効率運営体制、損失又は危機管理

体制を構築する責任と権限を与えております。なお、各部門は業務分掌規程、職務権限規程を始め社内規程

により運営されており、担当取締役は取締役会においてこれら業務の執行状況について報告する義務を負って

います。 

内部監査部門は、当社及び子会社における業務が法令、社内の規程等に基づいて、適正かつ効率的に行な

われていることを評価、モニタリングします。 

 

7．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 

現在、監査役を補助すべき使用人は置いておりませんが、必要に応じ、監査役の職務を補助するための使用

人を置くこととします。 

監査役の職務を補助する使用人の任命・異動については監査役全員の同意の下、取締役と意見交換した上で

決定いたします。 

 

8．監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実

効性の確保に関する事項 

監査役の補助を指名された使用人が監査役を補助すべき期間中は、その使用人への指揮権は監査役に委譲

され、任命、解任、評価、人事異動、賃金の改定等の人事権に関しても、監査役会の同意を得た上で決定する

こととし、取締役からの指揮命令を受けない形で独立性を確保しております。また、「監査役監査基準」により、そ

の使用人に対する指示の実効性を確保しております。 

 

9．取締役及び使用人並びに子会社の取締役等から報告を受けた者が監査役に報告するための体制 

当社及び子会社の取締役及び使用人は、業務又は業績の重要な事項について監査役に報告を行っておりま

す。また、業務の執行に関する法令違反及び不正行為の事実、又は当社及び子会社に損害を及ぼす事実を

知ったときは、遅滞なく報告するものとしており、監査役に報告を行なったことを理由として当該報告者が不利な

取扱いを受けないよう、社内規程を制定し当該報告者を保護しております。また、報告を行なったことを理由とし

て、当該報告者が不利な取扱いを受けていることが判明した場合には、社内規程により、不利な取扱いを除去

するため速やかに適切な措置をとります。 

監査役は重要な意思決定の過程や業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等重要会議に出

席し、経営上の重要情報について報告と説明を受けており、重要な議事録、稟議書の回付、さらに必要に応じ

て稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めています。 

また、取締役は、財務報告の適正性及び定款・法令遵守状況等について、職務執行を誓約し、業務執行確認

書を監査役会に提出いたします。 

 

10．監査役の職務執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務について生ずる費用又

は債務の処理に係る方針に関する事項 



監査役は、監査費用の支出にあたっては「監査役監査基準」により、その効率性及び適正性に留意し、職務執

行上必要と認められる費用について予算を提出しております。また、緊急又は臨時に支出した費用及び交通費

等の少額費用については、事後、会社に償還を請求することができるものとなっております。 

 

11．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

監査役会は、常勤監査役１名と非常勤監査役２名で構成され、全員社外監査役であります。月１回以上監査役

会を開催し、報告及び重要事項について協議しております。また、定期的に代表取締役社長と会合し、監査上

の重要課題等について意見及び情報の交換を行っております。 

また、「監査役会規則」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査役は合理的、効率的な業務

監査を行うため、取締役会、経営会議等重要会議に出席し、取締役の職務執行状況を確認するとともに、内部

監査部門との内部監査計画の協議、意見交換を行うなど密接な情報交換と連携を図っており、会計監査人とも

緊密な連携を保つことにより実効性を確保するとともに自らの監査成果の達成を図っております。 

 

12．財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社は財務情報及び非財務情報の報告の信頼性確保及び金融庁より平成18年６月に公布された金融商品取

引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、

内部統制システムの構築を行う内部統制部会を設置し、整備、運用状況などの検証を行います。内部統制部会

は使用人に対して、制度及び業務プロセスにおける統制が財務報告の信頼性確保を目的とした活動であること

を教育・研修により周知徹底します。また、内部統制部会は当社の内部統制全般を検討し、内部統制上の不備

の発見、不足又は懸念の事象については取締役会及び監査役会に報告するとともに対策を行っています。 

取締役会は財務報告とその内部統制を監視し、代表取締役社長は、法令に基づき、財務報告とその内部体制

の整備運用状況及び統制システムが適正に機能することを継続的に評価するとともに、必要な改善により適合

性を確保します。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

基本方針 

すべての役員及び使用人が社会秩序及び社会と個人の安全に脅威を与える反社会的勢力との一切の関係を

持たないことを掲げ、組織的対応により毅然とした態度で臨むことを基本方針としています。 

整備活動 

1．上記方針に基づき反社会的勢力の関与活動を拒絶するため、同勢力への対応要領を整備し、内部統制シ

ステムに組み込んでいます。 

2．また、不当な要求・圧力や脅迫等があった場合の社内経路と役割分担を定め、情報の共有を図り組織的に

対応することとしています。 

3．反社会的勢力の排除とともに、当社役員及び使用人の違法行為、反社会的行為にも厳正な姿勢と対応で臨

んでいます。 

4．外部専門機関との連携体制の構築を図っています。 


